
【介護福祉士国家試験の受験資格要件(こおいてF介護Jの実務経験として認める施設のうち、現行制度 |こ おいて存在するものについて、訪間介護等の
訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの】 (白 :対象 緑 :一部対象 灰色 :対象外又はIF2行制度において存在しない。) 
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児童福祉法

自麟症児施設|

ううあ児施1設

蝿通圏施設

彗症心身障害児 (者 )通園事業

皮体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委言モを受けた
指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政
去人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚・F_労働大
通の指定するもの)

障嘗児入断施設

果賓所等訪Fn3支援

生活サポ∵ト

隆過的デイサービス事業

間入浴サニビス

域活動支援センター

購神障害者社会復llel施設(精神障害者生活割麟 施設・精神
障害者機蔵施設1精神障害者福祉IE場)   .  ‐

曇鱚蝙鰈織鰈蝙膚抒‐彎彎撃↑雫

'
知的障害者通獄擬饉事業 (全 麟■警を,なぐ弯率嚢から助
成を受けている期IPH5に限る)    | || ||■
職鼈介護

重度訪問介護

行動機饉

同行機饉
外出介濃 (平成13年 9月 までの事業)

移動文機事業

定認知症対応型共同生活介護

定介護予防8忍知症対応型共同生活介濃

定通所リハビリテーション

定介護予防通所lル ビヽリテーション

定介譲予防短期入F~I療機介議

定特定施設入居者生活介議

定介護予防特定施設入居者生活介護

定地域密着型特定施設入居者生活介
轟ビス付き嵩齢者向け住宅※3

指定夜F33対応盤訪聞介議

障害者総合支援法関係の施設・事業

鰹 量 資 換 迦 懇 蜘 蜘 奎■麟 軸

な同生活‐介議(ケ7ホ‐ム)

聾岡生活援助 (グループホーム)

自立割1繊

読労継続支援

蔵設快韓的障害者趣勘寮 1供爵的

者賣生機鰻施認 身体障審奢賞生施識。身体
‐
障

難鐵綴飾身体障審者機産施鰻1身1体
障審者福祉

=場
)

デイサービス

ヨ中一時支援

老人福祉濃・介護保険法関係の施設た事業

第1号通所事業

老人デイサービスセンタ…

指定通所介護 (指定療養通所介護を含む)

定地域密着型通所

指定介護予防通所介護

指定認知症対応型in_所介護

指定介護予防認知症対応型過所介護

老人短期入所施設

指定短期入所生活介護
定介護予防短期入P~f生 活

老人ホーム※ 1

男り養護老人ホーム (指定介議老人福祉施設 )

老人ホーム※ 1

ケ7ハウス※ 1

有料老人ホーム※ 1

小規 Il■ 多機能型居宅介護※2

指定介議予防小規模多機能型居宅介護※2

指定複合型サービス※2

生活保護法関係の施設

護施設

更生施設

その他の社会福祉施設等

地域福祉センター
lle保館デイサービス事業

独立行政法人圏立鵞度知的障害者総合施設のぞみの園
ハンセン病療機所

原子爆弾被爆者養護ホーム

原子爆弾被爆者デイサービス事業

原子爆弾被爆者シコートステイ事業

労災特男1介護施設

庫蟻被爆者家燿摯仕量派遣塞菫

家戦婚耀が
‐
I(個人の1家

籐において:介騨等の業務を行
なう場合

‐
|こ眠る)

※1 特定施設入居者生活介護 (外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、 介護予防特定施設入居者
生活介護 (外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、 地域密着型特定施設入居者生活介
護 (外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。

※2訪間系サービスに従事することは除く。
※3有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。 8

病院又は診療所


